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午前10時00分開議 

○議長（三重野精二君）  皆さん、おはようございます。議員及び市長初め執行部各位には、本日

もよろしくお願いを申し上げます。 

 ただいまの出席議員数は２５人です。定足数に達していますので、これより本日の会議を開き

ます。 

 執行部より、市長、副市長、教育長、各部長及び関係課長の出席を求めています。 

 本日の議事日程は、お手元に配付の議事日程第２号により行います。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．認定第２号 

○議長（三重野精二君）  日程第１、認定第２号平成１９年度由布市一般会計並びに特別会計の歳

入歳出決算の認定について詳細説明を求めます。 

 各会計の説明については、決算書の製本順とし、歳入から款別に順次、簡潔明瞭にお願いをい

たします。 

 まず、一般会計の歳入から説明をお願いします。財政課長。 
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○財政課長（長谷川澄男君）  済いません。財政課長です。おはようございます。決算書の説明に

入ります前に、昨日お渡ししました決算状況のカード、これにつきまして最初に説明をさせてい

ただきます。Ａ３の広い決算認定に関する資料ということで、よろしゅうございますか。 

 それでは、このカードに基づきまして１９年度の決算の概要につきまして説明をさせていただ

きます。まず、真ん中からちょっと順不同で申しわけないんですけど、真ん中から左側の上段の

ほうから説明させていただきます。 

 まず収支状況ということで、右半分の上段に出ておりますが、ここに歳入総額、それから──

ああ、そうですか。 

○議長（三重野精二君）  続けて、続けて。えんじゃろ。 

○財政課長（長谷川澄男君）  先ほど申しましたけど、真ん中から右側半分ですね、上段のほうか

ら御説明をさせていただきます。 

 まず、収支状況でございますが、歳入総額、それから歳出総額、歳入歳出差し引き額というこ

とで数字が出ております。もう何度も金額等は申し上げましたので、ちょっと数字の読み上げは

省略させていただきまして、ここで問題になりますのは、翌年度へ繰り越すべき財源ということ

で８,１３４万２,０００円というふうになっております。それから、これを引いた後、実質収支

が５億３,２９０万３,０００円ということでございます。それから単年度収支ということで、こ

れは１９年度の実質収支、それと１８年度の実質を差し引いたものでございますが、この分が

６,９３８万５,０００円となっております。積立金につきましては、財政調整基金への積み立て

ということで２億３,１３９万９,０００円となっております。基金の積立金の取り崩し額につき

ましては、同じく財調からの取り崩しとなっております。 

 実質単年度収支、これはここに書いてる算式のとおりでございまして９５５万円となっており

ます。それから、その下の財政の指標数等でございますが、基準財政収入額、それから基準財政

需要額が交付税の算定のもとになるんですが、ごらんの数字でございます。その下の標準税収入

額は４７億２,５９８万円、それから標準財政規模、これは標準税収入額と普通交付税を足した

ものでございますが、この金額が９１億４,７９８万４,０００円となっております。 

 次の財政力指数でございますが、これは基準財政収入額を基準財政需要額で割った数値になり

ますが、これの過去３カ年の平均ということで０.４９、ちなみに昨年度は０.４７でございまし

た。この数値が１に近いほど財源的に余裕があるというものでございます。 

 それから、実質収支比率、これが５.８％、これは実質収支額を標準財政規模で割ったもので

ございまして、おおむね３から５％程度と言われております。 

 それから、経常一般財源等の比率ということで、この分が、この金額につきましては、左側に

歳入の状況のところの一番下に経常一般財源の金額合計が出てますが、９３億７４８万２,０００円
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ということで、これを標準財政規模で割った率となっております。１０１.７％です。 

 公債比率につきましては、１２.３％ということで、公債費に充当された一般財源が標準財政

規模に対する割合ということで、これはおおむね１０％程度が望ましいということで、若干、高

目となっております。１５％で注意信号というふうにされております。昨年度はこの数字が

１３.４％でございました。したがいまして、１.１ポイント下がったような状況になっておりま

す。理由につきましては、公債費ですね、元利償還金が減ったことによるものです。 

 それから起債制限比率、これが９.６％、２０％を超えると地方債の発行が制限されますが、

昨年度は１０.７％ということで、１.１ポイント下がったような形になっております。 

 それから公債費負担比率につきましては、同じく、公債費に充当された一般財源の総額に対す

る割合ということで１６.４％、昨年度は１７％でしたので、これも下がっております。 

 それから、その下の実質赤字比率から将来負担比率までの４つの比率につきましては、先般の

８月議会で財政の健全化判断比率というところで御報告したとおりでございます。いずれにおき

ましても、比率は基準を下回っているということでございます。 

 次に、その下の地方債の状況ということで、１９年度の発行額は１２億５,４４９万６,０００円、

これに対しまして、１９年度の償還が１６億８,４９６万５,０００円ということで、年度末の残

高としましては、昨年度の存高よりも減となっております。 

 それから、右側の債務負担行為の状況でございますが、限度額が２５億７,０７１万９,０００円

ということで、支出が同じく２億４,０１２万５,０００円で、翌年度以降の支出予定は１６億

６,１１７万２,０００円となっております。昨年と比較しまして、限度額で減、それから支出済

みで増となっておりまして、翌年度以降の支出予定額は１億７,６６３万円の減となっておりま

す。 

 それから基金の状況につきましてですが、財政調整基金につきましては、収入不足をこの基金

で補てんをしましたことから、昨年度末よりも５,９８３万５,０００円減少しております。その

結果、７億３,１２９万円となっております。その他の特定の目的基金につきましては、潤いの

ある町環境整備基金、家畜導入基金、それから定住化促進対策基金、地域福祉基金の４つの基金

でございますが、１９年度は合併特例債で地域振興基金を新設いたしました。このことから、そ

この下の積立金という欄がございますが、地域振興基金が３億円と、これ以外の４つの基金の利

子分となっております。取り崩し額については、潤いのある町環境整備基金、それから家畜導入

の基金、定住化促進対策基金、これを取り崩しとなっております。１９年度末では８億３,５７５万

９,０００円となっております。 

 定額運用基金につきましては、土地開発基金、その他の基金につきましては、肉用牛の特別導

入、それから優良基礎牛、教育奨学資金等で、計で１億６,７１５万円となっております。 
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 次に、左側の歳入の状況に移ります。ちょっと事前にお断りなんですが、いわゆる決算書の額

と、この決算カードの歳入の数値でございますが、若干ずれがございます。それは何かといいま

すと、決算統計がある程度、統計上ではこうしますよというような制約ございまして、例えば、

国の補助金と県の補助金ですね、これを合算して県から市にうちのほうが受け入れた場合、決算

統計上では国の補助、国庫と県費というふうにそれぞれ分けます。ところが、決算書では、県か

らいただたんであれば県費の支出金ということで、そこでちょっと若干差が生じます。 

 それから、諸収入等で、過年度分の国庫とか、県費の返還金いただいた場合も、これも決算書

では諸収入で受け入れるんですが、決算統計上では国庫と、あるいは県費というふうにそれぞれ

分けるようになっております。 

 それから一番大きなのは保育料ですね、これも決算書では負担金で受け入れをしておりますが、

決算統計上では使用料というふうに計上するようにされております。 

 また、歳出では諸支出金がございますが、決算上側ではあるんですが、この統計上ではゼロと

なっております。この諸支出金、主なものは、もう基金の積立金が主でございまして、これもそ

れぞれの基金のその該当する款ですね、総務費や民生費などのほうに振り替えをしてるというこ

とで、そういうような扱いをしております。 

 こういうことを前提に歳入で主なものを申し上げますと、地方税につきましては、前年度比で

約１３％、金額で４億６,６２９万円の増となっております。これにつきましては、税源移譲に

伴います市民税の増が大きなものとなっております。 

 それから、地方譲与税につきましては、率で４８.６％減、それから金額で２億４,３７３万円

減額となっておりますが、これも同じく税源移譲に伴いまして、所得譲与税、これが今まであっ

たんですが、これが廃止されたことによるものです。 

 それから地方特例交付金、これが率で７２.３％の減、金額で４,７４６万円減となっておりま

すが、これにつきましても、恒久減税ということを補てんする減税補てん特例交付金が廃止され

たことによるものです。 

 それから繰入金につきましては、収入不足の補てんということで、財調から繰り入れしたこと

でふえております。 

 地方債につきましては、直入庄内線の農免農道、これが終了いたしましたことで、過疎債が減、

それから地域総合整備資金が減少しております。 

 歳入全体では、昨年度に比べまして、率で４.４％の減、金額で約７億１,４１０万円程度の減

となっております。 

 次に、その下の歳出でございますが、左側の半分が性質別、それから右側が款ごとの目的別と

なっております。目的別につきましては、後ほど決算書のほうで説明をさせていただきますので、
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ここでは左側の性質別、これにつきまして主なものを説明させていただきます。 

 まず人件費につきましては、職員給与の５％のカットと、これの完全実施ということで、前年

度より４.３％の減、金額で１億６,２６３万円の減となっております。扶助費は増となりまして、

生活保護費等も増となっております。 

 それから公債費につきましては、元利償還金の減少に伴いまして減となっておりますが、扶助

費がアップしてるということで、全体的には義務費の経費につきましては減少してるような状況

です。 

 それから補助金等の増につきましては、環境衛生組合の増が主なものでございます。主な理由

としましては、リサイクルプラザの負担金が増と、それからし尿処理場の起債がスタートしたと。

償還がスタートしたということによるものでございます。 

 それから積立金につきましては、率で１２％、金額で７,１５４万円の減となっております。

これにつきましては、地域振興基金の新設で３億円増となりました。これ、なったんですが、こ

れ以外に財政調整基金が、それと減債基金、この分が減額となっております。 

 それから投資、出資、貸付金では、率で５９％減、それから金額で約１億円の減となっており

ます。繰出金の増につきましては、高齢者の医療費増に対する繰り出しや保険制度の改正による

ものでございます。それから投資的経費の普通建設につきましては、補助分で道路新設改良の増

で前年度よりもふえておりますが、単年度分は先ほどの申しました直入庄内線の農免農道負担金

の減少やラグビー場の建設事業の減で、前年度よりも減少しております。 

 災害復旧については、１９年８月に発生しました災害を繰り越したこと、それから１８年度、

１年前が１７年度の繰り越しが多かったこともありまして、前年度対比では減となっております。 

 歳出全体では、前年度に比べまして率で４.８％、金額で７億６,０６６万円の減となっており

ます。 

 それから、経常収支比率でございますが、その性質別の右側の一番下にございますが、この分

が９５.９％ということになっております。昨年度よりも１ポイントアップをしたような形にな

りました。 

 それから、あと経常経費の充当一般財源等という枠がございますが、これにつきましては、

９４億１,０９１万５,０００円と、これを一般財源９３億７４８万２,０００円に、臨時財政特

例債、それからこの分が５億円ございますが、これに、これを加えて表示したということで、算

式的にはそういうような形で出しております。この１ポイント経常収支比率が上がった理由でご

ざいますが、大きな理由としましては、収入で普通交付税が４.５％減ったこと。金額でいいま

すと、２億１,１００万円程度減少しております。それから、燃料費の高騰によりまして、行財

政改革の事務見直しの目標値よりも需用費が下がらなかったということが主な要因となっており
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ます。この経常収支比率につきましては、参考でございますが、県内１４市の状況では、宇佐市

は前年度より下がっておりますが、あと残りの１３市はすべて前年度よりもアップというような

状況にございます。 

 それから一番右側の一番下の公営企業等の繰り出しの状況でございますが、その中で、下から

２番目の観光施設というのがございますが、これは健康温泉館の分でございます。それから、一

番下の基金につきましては、土地開発基金と定額運用基金の利子分でございます。 

 決算カードについての説明は以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、税務課長。 

○税務課長（飯倉 敏雄君）  おはようございます。税務課長です。 

 私のほうからは歳入ということでございます。主要施策の成果説明書というのと、由布市一般

会計及び特別会計決算審査意見書というのが、こういう冊子になった資料があると思います。こ

の中の決算審査意見書の中の１０ページから１６ページの間について税の関係が載っております

ので、その中からも若干説明をしていきたいと思っております。 

 私のほうからは、自主財源及び依存財源についての調定のみの説明を行いたいと思います。

１款の市税の中に、１項から６項までございます。前年度から見てみますと、かなりの増になっ

ております。主な要因といたしましては、１項の市税につきましては、先ほど財政のほうから説

明をしたように、税源移譲に伴う税率の構造の改正が主な要因だと思っております。前年度で比

較しますと、３億３,０３３万１,０００円の増になっておると。これは単純にいいますと、５％

の所得税の移行ということでございます。 

 これまで、１８年度までこれの暫定的な措置といたしまして、所得譲与税が２億５,１００万

円ほど１８年度までいただいておりました。これが１９年度、税源移譲に伴いまして廃止になっ

ております。このことを書いてるのが、ページでいいますと１４ページ、決算審査意見書の中の

１４ページの下のほうに地方譲与税という形で一番下に書いておると思います。 

 この差額分といたしまして７,９１３万１,０００円──７,９００万円ほど増になっておりま

すけども、平成２０年度に、この市県民税の還付処理という軽減措置がございまして、これの積

算をいたしますと４,０７５万円ほどの還付という形が発生をいたします。件数といたしますと

１,８５８件ということでございます。ちなみに、現在まで処理を行っておるのが２,２９８万

３,０００円程度還付をいたしております。あと半分程度ぐらい申告に見えてない部分がござい

ますので、まだ残っておりますけども、当分の間は受け付けをしていきたいというふうに思って

おります。 

 法人分につきましては、今回が若干の増になっております。件数的には１１件の増になってお

りまして、法人税割につきましては６社ほど伸んでおります。 
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 固定資産税につきましては、例年新増築分がございます。この分が伸んでおりまして、税額的

には３,５００──３,６００万円ほど伸んでおります。ちなみに、毎年新築分につきましては

２分の１の軽減措置がございます。３年間の軽減措置がございまして、４年目はまた復帰される

ということで、当該年度分の２分の１の減価分と４年で復帰される減価分の比較をいたしますと、

若干、４年後のほうが若干増になりますけど、ほぼ同じくらいの額であるということでございま

すので、新築分の３,６００万円ほどが毎年伸んでおるということでございます。 

 土地につきましては、地目変更等の返還分、地目変更等の返還分がございます。これも全体の

面積、面積分の１％やらで、コンマ１％からコンマ５％ぐらいの変動がございます。単純にいい

ますと、農地から宅地に変換しますと、今農地分につきましては、平米当たり１０円から

１３０円程度でございます。これが宅地に変更されますと１,０００円以上という単価の差異が

ございまして、これの積算をいたしますと５,０００万円ちょいほどの伸びが毎年ございます。

８,０００万円超ということでございますので、今回の伸びが７,０００万円ちょいですので、大

体このくらいの額になろうかと思っております。（発言する者あり） 

○議長（三重野精二君）  ちょっと、数字が何ページに書かれて、どこぞというのは、みんながわ

かるような説明を。 

○税務課長（飯倉 敏雄君）  はい。であれば決算書を。決算書の１４ページ。決算書の１４ペー

ジの決算審査意見書の１０ページから。今私がてらっと説明したのは、決算書の中の１款の市税

の中の１項の市民税のことについて説明をいたしました。市民税のほうは税源移譲に伴う伸びで

あるということでございます。 

 法人市民税、法人分につきましては、前回よりも１２社ほど伸んでおります。法人税割につき

ましても、６社ほどの伸びがございます。 

 固定資産税、２項の固定資産税につきましては、毎年新築、新増築分がございまして、この分

の伸びと、土地の地目変更等の伸びがございます。これで７,０００万円超の伸びが今回もござ

います。 

 ７項の入湯税につきましては、今回は減になっております。これは原油等の高騰による減が要

因だと思っております。ちなみに、１８年度が、１８年度の利用者数は９０万８,７３１件でご

ざいました。１９年度につきましては、８９万１,１６０件でございます。この差が１万

７,５７１の減というふうになっております。今まで福岡からの客がかなりあったのが、ほとん

ど少なくなったというふうに旅館の経営者が言っておりました。 

 ２款の地方譲与税から８款につきましては、若干の増減が発生をしております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  財政課長。 
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○財政課長（長谷川澄男君）  それでは、引き続きまして２款の地方税から御説明をさせていただ

きますが、この地方譲与税でございますが、これから次の１２款ですね、交通安全対策特別交付

金、これまでの国庫につきましては、一応この推測といたしまして、県の資料を参考に前年度の

交付額、それから今年度の中間交付等勘案いたしまして算出いたしました。このようなことから、

予算額と調定額で若干増減が生じているような状況でございます。 

 ２款の地方譲与税、それから地方特例交付金、それから地方交付税につきましては、先ほど決

算カードで説明したとおりですので省略させていただきます。 

 次の１６ページ、１７ページの１３款の分担金及び負担金、ここから分担金のほうからまず御

説明をさせていただきます。１項の分担金でございますが、これの一番右側に収入未済額という

のが書かれておりますが、この金額は１１６万５,４６１円というふうに数字が出ておりますが、

これにつきましては、大きなものとしましては、災害、耕地災害ですね、これの復旧費の分担金、

これが現年度分と滞納繰り越し分で約７７万１,０００円となっております。 

 それから次のページお願いします。１８、１９ページでございますが、２項の負担金でござい

ます。これの負担金につきましては、同じく収入未済額は約２,０９０万円程度となっておりま

すが、これにつきましては、ほとんどが保育所の運営費の負担金ということで現年度分と滞納分

で約２,０７４万５,０００円程度となっております。 

 次のページお願いします。２１ページですね。使用料についてでございますが、この分が同じ

く収入未済額が３,９８４万９,０００円程度となっておりますが、これもほとんどが住宅の家賃

収入の現年度分と滞納繰り越し分ということで、この分だけで３,９２５万３,０００円程度とい

うことで、残りの分につきましては、市営駐車場の料金と浄化槽の使用料というふうになってお

ります。 

 次のページお願いします。２２、２３ページでございますが、１５款の国庫支出金、その中の

２項の国庫補助金、その中に特定防衛施設周辺整備事業の補助金ということで、収入済み額が

１億２,８２２万１,０００円ということで書いてございます。これにつきましては、１８年度の

繰り越し分で６,３９７万円、これが並柳線、それから津江橋、岳本水路ですね、この分を。そ

れから現年度分につきましては６,４２５万１,０００円となっておりますが、前徳野岳本線、津

江橋、それから岳本水路の事業を実施しております。 

 その下の合併対策事業の補助金ということで２,４６１万５,０００円でございますが、これに

つきましては、小中学校の施設整備や体育施設の事業を実施しております。前年度と比較すると

減額となっております。 

 次、お願いします。２４、２５ページでございますが、この中で目でいいますと５目です。

５目の土木費国庫補助金、この中で道路改良事業の補助金ということで右側の備考欄に道路整備
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臨時交付金というのがございますが、これにつきましては、向原別府線の七蔵司校区、それから

時松中央線、小野屋櫟木線、長湯庄内線の改良事業を実施しております。 

 その下の民生安定事業につきましては、若杉線ほか１線ですね。一番下の障害防止事業の補助

金８,２０８万３,０００円につきましては、日出生台塚原線を実施しております。 

 それから、８目の災害復旧の国庫補助金でございますが、収入済み額が４,７５３万３,０００円

となっておりますが、前年度より減となっております。これ現年度分は増となったんですが、昨

年度が１８年度の災害分で繰り越しが多かったということで、前年対比しますと減となっており

ます。 

 それから次のページお願いします。２６ページ、２７ページでございますが、県支出金の県負

担金のところで、民生費の負担金がございますが、１目に。その中で、障がい者の福祉費の負担

金ということで、障がい者の自立支援給付費負担金ということで、これが昨年度に比べまして大

幅に増となっております。理由としましては、昨年度が年度、半年分の事業であったということ

でございます。 

 それから県の補助金のほうに移りまして、総務費の補助金の中で合併対策事業の交付金という

ことで１,３８０万９,０００円ございますが、これもさっき国庫のほうで申しました合併対策事

業の交付金と同じ事業でございます。昨年度よりも若干減っております。 

 それから、３０ページ、３１ページお願いします。７目の教育費県補助金、ここで備考欄に国

体開催事業費補助金ということで３,６４２万７,０００円、これが国体が開催されるちゅうこと

で、これに伴う分で交付されたことと、あとその下の８目の災害復旧費の県の補助金、この中で

農業施設の災害復旧事業費補助金がございますが、これも前年度よりも減となっております。こ

れも国庫のほうと同じく、１７年度の災害の補助金が大きかったことから、１９年度の決算では

減少しております。 

 それから３２、３３ページにつきましては、県の委託金ということで、徴税費の委託金がござ

いますが、これが県民税の徴収交付金ということで、これ先ほどの税に関連するわけですが、県

民税を市民税と一緒に合算してる関係でこれいただくんですが、税源移譲の関係で県民税が大幅

に増額になったということで、これに伴いまして交付金も増となっております。それから選挙費

の委託金につきましては、参議院議員の選挙の実施ということで増となっております。 

 次が３４、３５ページをお願いします。１７款の財産収入、この中で収入未済でございますが、

９６万円となっております。これにつきましては、有限会社湯布院城ケ岳牧場、ワイン用のぶど

うの用地でございますが、これの土地の貸付料が２カ年間滞ってるということになっております。 

 それから寄附金につきましては、先ほどの決算カードのときに、カードの分と一緒につけてお

渡ししたんですが、資料をお渡ししておりますが、内訳についてはですね。昨年度と比較します
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と、一般寄附が減少しまして、特別寄附がふえたというような状況になっております。 

 それから繰入金につきましては、何度も申し上げておりますが、財政調整基金を繰り入れたと

いうことで、前年度に比べまして大幅に増となっております。 

 次の３６、３７ページお願いします。２１款の諸収入、この中で３項の貸付金元利収入、これ

が収入未済が２億１,１５２万６,０００円ということでなっておりますが、これの大部分は、

旧──前の湯布院町のときの住宅新築資金等の貸付償還金、これが２億１,０７１万１,０００円

ございます。大部分を占めてるということで、これ以外につきましては、優良雌牛等、農業関係

のものが未収でございます。 

 それから、次の３８、３９ページお願いします。雑入の中で、雑入全体の収入額としましては、

前年度と比較しまして大幅に減っております。これの雑入の内訳につきましては、同じく資料を

お渡ししておりますので中身を御参照いただきたいと思います。 

 それから市債につきましては、前年度に比べまして５億４,３００万円程度減となっておりま

す。これの主なものにつきましては、減税補てん債が減少したこと。それから、総合整備の地域

総合資金貸付事業、これが減ったこと。それから農道の整備事業債、これの減によるものでござ

います。中身につきましては、主要施策の成果説明書、これに記載してございますので、その説

明書では５ページが事業ごとに、それから７７ページが事業債ごとに記載しておりますので御一

読願いたいと思います。 

 歳入については以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、歳出についてお願いをします。財政課長。 

○財政課長（長谷川澄男君）  それでは、引き続き歳出のほうに移らせていただきます。 

 最初にお断りでございますが、給料、それから臨時職員の賃金、それとこれらに係る対象者に

つきましては、同じく主要施策の成果説明書、これの７５ページと７６ページに掲載しておりま

す。また、事業の概要や成果、それから目ごとの予算額、決算額、執行率についても、同じく成

果説明書に記載してありますので、これに関連する説明は省略させていただきます。 

 私から歳出の説明につきましては、１９年度の決算と、１８年度を比較しまして増減の大きか

ったものや新規分を主に説明させていただきます。 

 それから、不用額の枠がございますが、備考欄の左側にありますけど、これについては、どの

ような理由で不用が生じたのか。例えば、予算措置されていたのにもかかわらず何らかの理由で

予算執行できなかった場合や、執行する上でそれなりに節約して、その結果で不用額が出たと。

もろもろのケースがあると思われますので、不用額につきましては、各委員会でそれぞれの課か

らヒアリングをお願いしたいと存じます。 

 それでは１款の議会費から説明をさせていただきます。昨年度よりも人件費が増となっており
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ますが、これの大きなものは共済費の掛け金がアップしたということによるものでございます。

それから、ページは４２、４３ですね。総務費の一般管理費、これにつきましては、昨年度は高

速コピー機ということで、備品購入費が大きかったんですが、今年度はこのような購入もござい

ませんで、一般管理費全体では支出額が減少しております。 

 次に、４４ページ、４５ページお願いします。２目の文書広報費、これにつきましては、主に

市報の発行業務に伴います経費が主なものでございますが、前年度と比較しますと、ホームペー

ジの更新の委託、それから市民憲章看板設置、ガイドブック作成、こういう印刷がなくなったこ

とによりまして、前年度よりも減となっております。 

 次のページお願いします。４６、４７ページですが、５目の財産管理費、これにつきましては、

指定管理者に係る分で自治公民館、湯布院の分が多いんですが、これの保険料が新たに負担した

ということと、それから庁舎内の電話、ＩＰ電話を使用しておりますが、これの保守が１年間無

料でございましたが、これが保守が新たに発生したということで、そういうような状況になって

おります。それから、後は、市有地の分筆や温泉代替掘削、それから挾間庁舎の空調の整備事業

等を実施しております。 

 次が４８、４９ページお願いします。６目の企画費でございますが、委託料ということで、

１８年度に引き続きまして国からの補助を受けてコミュニティバスとシャトルバスの試験運行を

行いまして、その後、４カ月間ユーバスということで本格運営を行っております。これに伴いま

して、バス停の表示ですね。表示板、これも１８年度に引き続いて、県の補助を受けて設置をし

ております。それから負補交につきましては、生活路線としておりますバス路線の維持を図るち

ゅうことで、湯布院町と庄内町の路線に補助金を交付しております。 

 それから、貸付金につきましては、総合整備資金として佐藤医院の介護老人福祉施設建設費に

対して、これ貸し付けを行っております。前年度が湯布院の日野病院が建設する介護老人施設に

１億４,５００万円という高額であったことから、この節を初めとしまして企画費全体が前年度

よりも減となっております。 

 それから、次のページお願いします。５０、５１ページでございますが、地域振興費につきま

しては、負補交のところで、地域活力創造の補助金ということで３８０万円程度、これにつきま

しては、由布岳の自然と草原の景観保全ということでシンポジウムを実施しております。これに

かかわる報告書ということで、それから後、野焼き等の継続ということでジェットシューター等

を購入しております。 

 それからずっと飛びまして５４、５５ページお願いします。２項徴税費、それから目では、

２目の賦課費でございますが、これの委託料のところで、説明欄の一番下から２番目ですが、標

準値鑑定業務で１,１６４万５,９００円ということで、これは由布市として統一した評価がえに
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向けて標準の宅地の鑑定業務、これを委託を実施しております。それから３目の徴収費の報酬に

つきましては、収納事務の指導員を新たに支出をしております。 

 それから、飛びまして６４、６５ページをお願いします。５目の老人保健事務費、ここの右側

の１３節の委託料、この分でシステム開発業務ということで２,９００万円程度出ておりますが、

これは後期高齢者の医療制度という、これに伴いましてシステムの改修を行ったということでご

ざいます。繰出金につきましても、医療給付費、それから医療費支給費の増加によりまして、前

年度よりも３,８００万円程度繰出金が増となっております。 

 それから、次のページお願いします。介護保険の負補交で、地域介護の分がございますが、こ

こに翌年度の繰越額ということで、繰越明許が１,５００万円程度のっておりますが、これは情

和園でございますが、介護保険の施設ユニットの開所がおくれたということで１,５００万円の

繰越明許をしたところでございます。その他の民生費につきましては、ほぼ前年度並みとなって

おります。 

 それから、２項の児童福祉費の１目の児童福祉総務費の中で扶助費がございます。これが児童

手当の関係でございますが、これが前年度よりも増加しております。理由としましては、３歳児

未満の手当が月額５,０００円から１万円にアップしたこと、それから児童扶養手当も前年度よ

りも増となっております。これ、離婚者並びに転入者等の増によるものということでございます。 

 それから飛びまして、７８、７９ページお願いします。衛生費のほうに入りまして、保健衛生

総務費でございますが、ここで真ん中ちょっと下に１８節の備品購入費、機械器具費ということ

で６２万２,０００円程度出ておりますが、これはＡＥＤを購入して、湯布院庁舎と未来館に設

置をしております。それから、下のほうに下がりまして繰出金でございますが、健康温泉館の特

別会計の繰出金ということで、昨年度よりも増となっております。これにつきましては後ほど説

明があろうかと思いますが、収入のほうで入浴料や会員券の売上が落ちたこと。それから、支出

のほうで燃料費が増加したというような要因、原因になっております。 

 それから次のページでございますが、次のページの母子保健の扶助費でございますが、扶助費

で支出済みは７,９８６万５,０００円ということで、乳幼児医療費の助成ということで、これも

アップをしております。これにつきましては、対象年齢がアップしたこと、それから支給方法が

償還払いから現物給付に変更になったということで増となっております。 

 それから８６ページ、８７ページをお願いします。農林水産業費に入りまして、この中で３目

の農業振興費、これにつきましては、全体的なこの農業振興費の事業内容につきましては、先ほ

どからちょこちょこ出てますけど、主要施策の成果説明書、これに４１ページから４２ページに

かけて事業ごとに詳細を掲載しております。ここの中で一番下の修繕料でございますが、

５９５万７,０００円程度、これにつきましては庄内の構造改善センター、それから農産物加工
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センターの施設の老朽化に伴いまして機械修繕等を行っております。 

 それから、９０、９１ページをお願いします。農地費につきましては、これも同じく成果説明

書の４５、４６ページに記載しておりますが、特に委託料のところで、農村振興基本計画策定業

務ということで、これにつきましては、地域資源を最大限活用した地域の将来像ということで、

基本施策の方向を位置づけするということで、この計画を策定をしております。それから、繰越

明許の８７９万６,０００円につきましては、用水路整備事業を繰り越しております。 

 それから次のページでございますが、９２、９３、これの負補交のところで、県営、上から

４番目ですが、県営農免農道の整備事業負担金ということで１,４７５万円、これにつきまして

も直入庄内線、これの終了によりまして、全体的でございますが、農地費全体が前年度と比較し

まして大幅に増となっております。 

 それから、９８、９９ページお願いします。この中で土木費でございますが、これの２目につ

きましては、道路新設改良費ということで、これにつきましてもさっきの農政の業務の同じでご

ざいますが、事業内容につきましては、主要施策の成果説明書５０、５１ページに記載をしてご

ざいます。防衛の民生安定事業の若杉線ほか１と、繰越明許の事業が前年度よりも減となりまし

たけど、道路の整備交付金事業が増となったということで、総額では前年度よりも増となってお

ります。継続費につきましては、先日も申し上げましたが、日出生台──ちょっと年度は違うん

ですが、日出生台塚原線、これの１９年度国債事業分でございます。それから繰越明許につきま

しては、向原別府線の七蔵司工区、小野屋櫟木線、それから長湯庄内湯の平線の改良、それから

湯ノ坪線の改良、奥江改良事業となっております。 

 それから１０２、１０３ページお願いします。住宅費に入りまして、住宅管理費、１目の住宅

管理費でございますが、前年度、耐用年数を経過して老朽化した市営住宅、これの解体や撤去工

事というのが多かったんですが、今年度は、ガス管の敷設がえ等の工事が主なものでございまし

て、工事請負費でいえば前年度よりも減となっております。 

 それから、次の１０４、１０５ページの消防費の常備消防費でございますが、これの工事請負

費２７８万２,０００円につきましては、湯布院出張所の防水の改修工事を行ってございます。 

 それから、次の１０６、１０７ページでございますが、これの災害対策費、４目に災害対策費

ございますが、これの１９節の負補交につきましては、台風５号の被害者住宅の再建に対し支援

を行ったということで、この分を補助金ということで新規となっております。 

 それから、次のページでございますが１０８、１０９ページ、教育費に入りまして、使用料の

ところにつきまして、使用料及び賃借料につきましては、前年度まで挾間小学校の用地を国から

買い取ったということで、この分で減となっております。それから、合併の補助金につきまして

は、昨年度は教育奨学資金の貸付基金へ繰り出しを行っておりますが、今年度はこの分で、前年
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度と比べまして減少しております。 

 それから、次のページの１１０、１１１、これの工事請負費でございますが、これも前年度、

由布院小学校の大規模大改修というのをやっておりましたが、１９年度はこれがなかったという

ことで減少しております。 

 それから１１６、１１７ページをお願いします。社会教育総務費でございますが、ここで各自

治館の活動助成ということと、公民館整備の補助金交付、それから放課後の子ども教室等の事業

を社会教育費総務費としては主な事業はそういうことになっております。 

 それから、次の１１８、１１９ページの公民館費でございますが、ここの需用費の修繕料につ

きましては、湯布院公民館の床の改修を行っております。 

 それから飛びまして１２４、１２５ページ、保健体育総務費でございますが、ここで１３節の

委託料の人工芝の整備事業ということで９,８８０万円程度の決算額でございますが、人工芝整

備事業のこれが委託ということで、ここが前年度よりも増となったことと、１９の負補交につき

ましては、国体実行委員会の運営の補助金ということで、これが新規となっております。 

 それから１２６、１２７ページお願いします。１１款の災害復旧費に入りまして、この中の

１目で、農業用施設の災害復旧費、これにつきましては、１９年度災害が１８年度の災害と比較

しまして、林業施設の災害復旧も発生したことから、事業費自体ではふえたんですが、１８年度

は１７から繰り越した事業が多かったことで、決算額では前年度よりも減少しております。なお、

１９年度においても１億９,７４３万円ということで繰越明許をしております。 

 次の１２８、１２９ページお願いします。公共土木の土木施設の災害復旧費につきましては、

１９年度災害は１８年度と比較しまして事業費ではふえておりますが、先ほどと同じでございま

して、前年度の１８年度は前々年度の１７年度の繰り越し事業が多かったということで、決算額

では、対比では前年度よりも減少しております。それから公共土木の施設の災害復旧ということ

で、繰越明許を１,９９１万２,０００円となっております。それから文教施設の、これの繰り越

しの１,６８８万９,０００円につきましては、スポーツセンターの陸上競技場ののり面のところ

の箇所でございます。 

 １２款の公債費につきましては、先ほども申しましたが、元金と利子が前年度よりも減となっ

ております。それから、諸支出金につきましては、土地の取得費では、若葉苑の返済完了と、そ

れから公共用地の先行取得事業、これが終了したことで前年度よりも減となっております。基金

費につきましては、財政調整交付金と減債基金、この積み立てが前年度よりも減りまして、地域

振興基金で新たに３億円積み立てをしたということで、差し引き７,１００万円程度の減となっ

ております。それから、予備費につきましては、主要施策の成果説明書７４ページに記載をして

いるところでございます。 
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 以上、１９年度の歳入歳出の決算書についての説明を、主に歳入歳出についての説明を終わら

せていただきます。 

○議長（三重野精二君）  以上で、一般会計の歳入歳出の説明が終わりました。 

 ここで暫時休憩をいたします。再開は１１時１０分とします。 

午前11時02分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時12分再開 

○議長（三重野精二君）  再開いたします。 

 次に、国民健康保険特別会計についてお願いをします。保険課長。 

○保険課長（佐藤 和利君）  保険課長です。平成１９年度由布市国民健康保険特別会計歳入歳出

決算書を朗読いたします。 

 決算書の１４０ページをお願いいたします。歳入といたしまして、１款の国民健康保険税は、

一般被保険者の分と退職被保険者分を合わせまして、収入済み額は８億８,２６６万５,３７３円

でございます。それから、４目の使用料及び手数料、督促手数料７５万３,４５０円でございま

す。 

 それから、５款は国庫負担金、国庫補助金、合わせまして１１億６,０６２万９,４４１円でご

ざいます。 

 ６款の療養給付費交付金、これは退職者医療に関係するものでございまして、８億８,３９８万

６５９円でございます。 

 １４２、１４３ページをお願いいたします。７款の県支出金といたしまして、県負担金、高額

療養費の共同事業負担金、県補助金、財政調整交付金、合わせまして１億６,５４１万２,００６円

でございます。 

 それから、９款の共同事業交付金といたしまして、共同事業交付金、これは高額療養費の共同

事業交付金と保険財政共同安定化事業、合わせまして収入済み額４億４,６２５万９,７６５円で

ございます。 

 １０款の財産収入といたしまして、基金利子で２２万３,３２０円でございます。 

 １２款の繰入金といたしまして、一般会計繰入金、１４３ページに節で、１節、２節、３節、

４節とございます。それぞれ保険基盤安定繰入金、出産育児一時金繰入金、財政安定化支援事業、

その他繰入金の項目節にございますが、合計で３億８,７５９万４１２円でございます。１３の

繰越金といたしましては、１目療養給付費交付金、繰越金、その他繰越金を合わせまして、繰越

金といたしましては２億５,０６７万３,５８８円でございます。 

 それから１４款の諸収入といたしましては、７２３万４,２６５円でございます。それは、次
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の１４４、１４５ページにそれぞれ記載しております延滞金、預金利子、雑入を合わせた分にな

ります。 

 次に歳出に移ります。１４６ページ、１４７ページをお願いいたします。１款の総務費、１項

の総務管理費でございますが、特に、主要成果の説明書をごらんいただきたいと思います。

７８ページに記載をいたしておりますが、そこに読み上げますシステム開発業務といたしまして、

事業費で７５６万円、それから高齢者医療制度円滑導入事業システム開発業務１２１万８,３８０円、

それぞれこの業務を行っております。総務費と全体といたしまして、３,０６６万８,６９９円に

なっております。 

 それから２款の保険給付費、これはもう医療費に係る分でございますが、支出済み額として

２５億８,６７６万６６８円となっております。これは一般の一般被保険者、退職被保険者、そ

れぞれ療養費、高額療養費を含めた分でございます。特に、１４８、１４９ページに移りますが、

出産育児一時金に関しましては１,２２５万円で、出産の助成として３５件でございます。それ

から、葬祭費８１９万円ちょうどでございますが２７３件でございます。 

 次に３款の老人医療費拠出金は、医療費拠出金と事務費を合わせまして６億７,４９５万

６,５７８円でございます。 

 次のページお願いします。１５０ページ、１５１ページでございます。４款の介護納付金でご

ざいますが、１億７,１４６万２,１９４円でございます。 

 ５款の共同事業拠出金でございますが、それぞれ１目の共同事業拠出金、３目の安定化事業拠

出金を合わせまして４億３,４９８万５,１３４円でございます。 

 ６款の保健事業費、これは保健事業費と健康管理センター事業費に分かれております。済いま

せん、主要成果の７８ページをお願いいたします。ここに保健衛生普及費といたしまして他受診、

重複受診による訪問指導員、事業費で３７９万４９１円、それから２カ月ごとに年６回行います

医療費通知で２５５万５,４５８円を支出いたしております。保健事業費の全体といたしまして

は、２,７２０万３,８３７円でございます。 

 それから２項の健康管理センター事業で、主要成果の７９ページを見ていただきたいと思いま

す。ここの２目の健康増進事業費、これは健康温泉館の常駐しております保健師指導によります

７９ページに記載しております支出済み額９４万２,７０６円の事業費は、ここに記載の水中運

動療法、健康体操、心の健康教育、水中運動キラキラ、健康温泉サミットの支出となっておりま

す。 

 次に１５２、１５３ページをお願いしたいと思います。３目の特定健康診査事業費でございま

すが、主要成果の８０ページに記載しております支出済み額１,００６万６,８４８円、これは医

療費構造改革対応総合支援事業として支出をいたしております。 
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 それから７款の基金積立金でございますが、支出済み額２２万３,３２０円。 

 それから９款の諸支出金でございますが、これは一般退職、それから３目の償還金で過年度国

庫返納金を含めまして諸支出金で３,４９４万６,２２６円となっております。 

 それから１５６ページをお願いしたいと思います。１９年度の歳入総額４１億８,５４２万

２,２７９円に対しまして、歳出総額３９億６,１２０万６,６５６円で、歳入歳出差し引き額は

２億２,４２１万５,６２３円となっております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、老人保健特別会計についてお願いします。保険課長。 

○保険課長（佐藤 和利君）  それでは引き続きまして、老人保健特別会計歳入歳出決算書を朗読

いたします。 

 決算書の１６４ページ、１６５ページをお願いしたいと思います。１款の支払い基金交付金は、

医療費交付金と審査支払い手数料からなっております。収入済み額で２５億４,２６０万

２,０００円でございます。 

 それから、２款の国庫支出金、これは医療費の国庫負担金でございますが、１６億１,７１８万

８,０００円でございます。県支出金といたしまして、医療費の県負担金といたしまして４億

９２０万２,０００円でございます。繰入金といたしまして、１目の一般会計より４億１,５００万

円ちょうどでございます。 

 それから６款の諸収入といたしまして、預金利子、交通事故等によります第三者納付金、それ

から雑入、合わせまして３,３０２万６,９４０円となっております。 

 次に１６６、１６７ページを、歳出をお願いいたします。老人保健は、医療諸費、それから諸

支出金、繰り上げ剰余金、予備費の項目になっております。１款の医療諸費でございますが、

１目の医療給付費、医療費支給費審査支払い手数料、合わせまして４９億１,６３４万７,０３４円

でございます。医療給付費に関しましては、高額療養費と療養費からなっております。医療費支

給費でございます。医療費給付費は一般の──通常の医療分でございます。 

 それから２款の諸支出金が２,３７７万９,７９７円でございます。それから、２項の繰出金で

償還金、１８年度の精算がございまして、９８７万９,０５４円を精算いたしております。それ

から同じく繰出金で、一般会計に１８年度の精算として１,３９０万７４３円を繰り出しており

ます。 

 それから３款の繰り上げ充用金といたしまして、６７２万２,１０２円を繰り出しております。 

 それから主要成果の説明書の８１ページをお願いいたしたいと思います。ここに特に医療給付

費４８億３,０２４万７,３３８円、これは医療費の給付費４.３％の増高になっております。そ

れから、医療費支給費、先ほどの療養費と高額療養費の関係で、７,１２８万２,９４１円。以上
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でございます。 

 次に１６８ページをお願いいたします。老人保健特別会計といたしまして、歳入総額５０億

１,７０１万８,９４０円、歳出総額４９億４,６８４万８,９３３円、歳入歳出差し引き額

７,０１７万７円。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、介護保険特別会計についてお願いをします。健康増進課長。 

○健康増進課長（秋吉 敏雄君）  健康増進課長でございます。介護保険特別会計の歳入歳出の決

算を御説明申し上げます。 

 では１７６ページをお開きください。歳入につきまして、これは前年度の歳入につきまして、

１８年度比較で３.４％の増となっております。まず１款の保険料としまして、特別徴収と普通

徴収分の保険料としまして、４億６,９４８万２,１００円の収入を見てございます。 

 ３款の国庫支出金としまして、国庫負担金と補助金がございまして、これは７億２,３７３万

９,０７０円の収入を見てございます。これにつきましては、普通調整交付金と介護予防の交付

金等が含まれてございます。 

 ４款の支払い基金の交付金でございますが、８億６,０８８万９,７８４円の収入を見てござい

ます。これにつきましては、介護予防費の交付金でございます。 

 ５款の県支出金につきまして、４億９６６万８,０３５円の収入を見てございます。 

 次のページお願いいたします。７款の繰入金でございますが、３億８,８６０万５,５４８円の

繰入金を見てございます。これは、介護予防費の繰入金、包括支援センターの支援事業の繰入金

等でございます。 

 ８款の繰越金６,０７９万６,７４９円でございます。それで、ここに昨年、明許繰り越し

５８８万２,０００円ございますが、これは１８年度法改正によりまして後期高齢者とのシステ

ムの互換性のシステムの変更がございまして、その分を繰り越したものでございます。諸収入と

しまして８３万１,２４６円の収入を見てございます。 

 次のページをお願いいたします。歳出でございます。総務費としまして、１款の総務費でござ

いますが、７節の賃金でございますが、これは５人分の臨職員の賃金の雇用をしてございます。

２項の賦課徴収費でございますが、これは賦課徴収するために納付書等の印刷をしてございます。

３項の介護調査会の負担金でございます。調査会費でございますが、これは認定調査会や認定共

同システム、これは大分市との共同システムで事務をしてる分で支出をしてございます。 

 ２款の保険給付費でございますが、２７億２,７７３万３,３４８円の支出を見てございます。

これは、次のページの１８３ページでございますが、負担金補助の部分でございまして、支出済

み額で、２３億６,７１１万８,８１９円の支出を見てございます。 
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 次に、３款の財政安定化基金繰出金でございます。これは、毎年定額が決まった部分で、安定

化基金を繰り出ししなければならないというふうになってございますので、２８２万３,９５４円

の支出を見てございます。 

 ４款の基金積み立てでございますが、２,６６７万１,１２２円の基金への準備金として積み立

ててございます。 

 ５款の地域支援事業費でございます。この分につきましては、包括支援センター等に委託をし

まして、委託料としまして４３６万４,４００円の委託金として支出をしてございます。 

 次のページ、１８４ページお願いします。６款の公債費でございます。これは支出をしてござ

いません。 

 ７款の諸支出金でございますが、償還金としまして３,０３６万２,８０２円の支出を見てござ

います。これは、内訳としましては、過年度の精算金国庫返納金、これが２,６６５万８,８０２円

ございます。そして、財政化安定基金の償還金としまして、２期のときに借り入れをしてござい

まして、その償還分としまして３７０万４,０００円を償還をしてございます。歳出は以上でご

ざいます。 

 １８６ページをお願いいたします。そうしまして、歳入総額２９億１,４２９万３,４７２円、

歳出総額２８億７,２７３万４,５７９円でございまして、４,１５５万８,８９３円の翌年度繰越

金を見てございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、簡易水道事業特別会計についてお願いします。水道課長。 

○水道課長（目野 直文君）  平成１９年度の簡易水道事業特別会計の歳入歳出の決算の説明をい

たします。 

 １９４ページ、５ページでございますが、歳入でございますが、事業に伴います収入といたし

まして分担金でありますが、４９５万６,０００円は１９年度の全体で２６戸の申し込みの加入

負担金でございます。使用料でございますが、成果表の８６ページに８１万９,７７３立米の有

収水量がございます。それに対しましての水道の使用料でございますが、１９年度につきまして

は１億３,０６２万８,８６０円ということでございますが、これが収入済み額でございますが、

その収納率に対しましては９７.５％ということでございます。不納欠損額でございますが、平

成１４年度分で３８名の３２６件分ということでございます。過年度分の収納率は１４.３％と

いうことでございます。繰入金に対しまして９,０９０万円でございます。 

 歳入の合計が２億３,８７２万２,５３６円ということでございまして、１９６、１９７ページ

お願いいたします。歳出でございますが、人件費等につきましては、もう職員４名分でございま

す。１５節の工事請負費でございますが、全体で１８件分の工事請負費ということでございます。
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公債費でございますが、元金が全体の３１件と１９８、１９９ページの利子分が全体で３５件分

であります。歳出の合計が２億３,４８０万５,４１５円ということでございまして、２００ペー

ジをお願いいたします。歳入から歳出の総額を引きました３９１万７,１２１円が２０年度への

繰越額ということになります。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  次に、公共下水道事業特別会計についてお願いします。産業建設部長。 

○産業建設部長（荻  孝良君）  産業建設部長でございます。１９年度の由布市公共下水道事業

特別会計歳入歳出決算について御説明申し上げます。 

 この会計については、繰入金をいただいて、それから償還に充てるというだけの会計でござい

ます。２０３ページをお願いいたします。２０３ページに他会計よりの繰入金といたしまして、

１,５９３万５,０００円をいただいてございます。歳入合計といたしまして、１,６７９万

８,３２０円でございます。 

 ２１１ページをお願いいたします。歳出については、ここに掲げてございます。主な歳出とい

たしましては、償還に充てたものといたしまして１,２３２万５,９３５円、それから利子、起債

に対する利子分でございます。３６０万８,５９７円。支出の合計といたしまして、１,６０２万

８,８２４円と相なってございます。 

 次の２１２ページをお願いいたします。歳入総額１,６７９万３,３２０円に対しまして歳出総

額１,６０２万８,８２４円、実質の収支額といたしまして７６万９,４９６円と相なっておりま

す。 

 以上です。 

○議長（三重野精二君）  次に、農業集落排水事業特別会計についてお願いします。環境課長。 

○環境課長（溝口 博則君）  環境課です。１９年度の農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算に

ついて御説明をいたします。 

 ２２０ページ、２２１ページをお開きください。歳入の明細でございます。分担金及び負担金

につきましては、新規に３件加入いたしました加入負担金でございます。 

 繰入金につきましては、一般会計から繰り入れをしておりますが、これにつきましては、起債

に伴う元金及び利子の償還金並びに給与費１名分が一般会計より繰り入れられております。基金

からは１９年度６３０万円を繰り入れております。諸収入のところで、雑入で４７万５,９８１円

という金額が上がっておりますが、これは、消費税の修正申告による還付ということで返ってき

ております。 

 繰越金につきましては１００万２,６７１円、使用料につきましては、収入済み額１,９４９万

７,６３０円、滞納分が２７万４,７５５円、備考欄に入れておりますけども、対前年に比べまし
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て５９万円ほど使用料の収入は上がっております。収入総額といたしまして、１億１,３０１万

５,３６０円ということになっております。 

 次のページ、２２２ページ、２２３ページをごらんください。歳出のほうでございます。農業

集落排水事業費、一般管理費につきましては、職員の給与１名分と、それから運営協議会の委員

さんの報酬でございますけど、１２名おります。その委員さんの報酬と一般の事務を計上いたし

ております。 

 １３節の委託料の庁舎等備品保守というふうに書かれておりますけども、これは電算等のハー

ド及びソフトに係るシステムの保守ということになっております。 

 それから３目の維持管理事業費でございますけれども、挾間町にあります三船、来鉢、それか

ら庄内の東長宝、３施設の維持管理に係る事業費を支出しております。特に本年度、１９年度に

つきましては修繕費が４５３万３,４８５円というふうに非常に大きくなっておりますが、三船

にあります１号と４号、２台の中継ポンプが故障いたしまして、この修理費に約３６８万円ほど

使っておりまして、対前年より大きくなっております。 

 それから委託料の中で集落の排水施設の管理につきましては、３施設委託しておりますその事

業費と、それから出てきます余剰汚泥の処分費５９５万円ということで、対前年より約９０万円

ほど増となっております。 

 使用料及び賃借料につきましては８件分、ＪＲ含めまして８件、管路等借りております敷地料

を計上いたしております。 

 公債費につきましては、起債の元金並びに利子の償還分を計上いたしております。 

 歳出合計で１億１,２４２万５,４７０円となっております。 

 次のページ２２４ページに、実質収支に関する調書等載せておりますけども、歳入歳出差し引

き額が５８万９,８９０円というふうになっております。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、健康温泉館事業特別会計についてお願いします。健康増進課長。 

○健康増進課長（秋吉 敏雄君）  では、平成１９年度健康温泉館事業特別会計歳入歳出予算の御

説明を申し上げます。 

 ２３２ページをお開きください。健康温泉館事業の歳入につきましては、売店の売上収入、使

用料諸収入等になってございまして、３,８９１万９,８９５円の収入を見てございます。繰入金

としまして、一般会計より繰り入れてございます。９,３９０万円繰り入れてございます。繰越

金としまして、４７５万４,１７０円の繰越金を計上しまして、歳入合計１億３,４０６万

４,０６５円となっております。 

 次のページお願いいたします。歳出でございますが、１款の健康温泉館事業でございまして、
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支出額６,８４７万４６７円の支出済みでございまして、これは運営一般管理としまして施設の

管理を行う支出をしてございます。 

 ２目の施設管理費でございまして、３,２２６万９,２５０円の支出を見てございます。特に、

需用費でございますが、光熱水費、修繕料等大きなもので支出をしてございます。 

 それと１３節の委託料でございますが、それぞれの施設の空調設備と施設の清掃等、そういっ

たものの委託料で５８３万３,０６５円の支出を見てございます。 

 ２款の公債費でございます。これは元金利子の償還でございまして、７,０９９万４,７９３円

の支出を見てございます。 

 歳出総額１億３,１８４万２,２６０円になってございます。 

 次のページをお開きください。歳入総額歳出総額から差し引きまして、２２２万１,８０５円

の翌年度繰越金を見てございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  次に、財産に関する調書についてお願いします。まず、契約管理課長。 

○契約管理課長（渡辺  定君）  それでは、契約管理課のほうから財産に関する調書についての

御説明をいたします。 

 ２４０ページと２４１をお願いいたします。土地及び建物のほうでございまして、今年度移動

につきましては、土地の地籍、それから建物の非木造の延べ面積のほうの変更がございます。区

分といたしましては、山林の部分で８０９.０平米の減でございます。この面積の内訳でござい

ますが、これはラグビー場の建設に伴いまして、隣接者の方との交換をした部分でございまして、

市有地の山林部分のこの数字を交換で減となってございます。 

 それから、その他の分でございますが、このその他につきましては、宅地及び雑種地等が含ま

れてございます。この４４６.４７平米につきましては、宅地の部分が１９０.２４平米でござい

ます。雑種地が２５６.２３平米で、合計４４６.４７平米となってございます。宅地につきまし

ては、宅地のこの１９０.２４平米の内訳でございますが、前年度寄附をいただいたものがござ

いまして、その寄附の面積が８０６.０６平米、一応寄附としていただきました。 

 それに伴いまして有休市有地の売却を３件ほどいたしました。総面積が６１５.８２平米でご

ざいますので、差し引きまして宅地部分が１１０.２４平米となってございます。 

 雑種地の２５６.２３平米でございますが、先ほど言いました交換をいたしまして、逆に隣接

者の方から不足をしたものが地目は雑種地でございましたので、その項目の中に入れまして

２５６.２３平米となってございます。したがいまして、ここで増減をいたしまして、実質合計

が３２６.５３平米の減ということになってございます。 

 続きまして、非木造の延べ面積でございます。これにつきましては６２.６２平米、この物件
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につきましては、湯布院の下湯平の湯平駅の敷地内に以前ＪＡの湯布院農業共同組合が鉄筋ス

レートの構造上の平屋建ての倉庫を所持してございました。この部分を一応寄附でいただいたと

いうことで、この分がふえてございます。 

 続きまして、次のページの２４１ページでございます。（２）の山林の移動でございます。面

積でございますが、先ほど申し上げました山林の８０９平米の部分がここで減ということで数字

を持ってきてございます。 

 次の右どなりの立木の推定蓄積量でございますが、これが所有部分が前年度残高が１３６万

１,２３６立米に対しまして、それぞれ由布院、庄内、挾間の所有分につきましての成長率を掛

けた数字でございます。一部湯布院の山林につきましては、今年度、国有林、観光造林地等の伐

採がございまして、実際は５,４０３.２９立米という面積が消失してございますので、それを差

し引いた分が４万４,６０６立米となってございます。 

 次の分収でございます。分収につきましては、１５万３,３２２立米に対しての成長率と、や

はり分収でしてる庄内地域の山林林地についての間伐立木の搬出等の減がございましたので、そ

れを差し引きいたしました数字として３,６２８立米の増というふうになってございます。 

○議長（三重野精二君）  数字がちょっと、（「３６８」と呼ぶ者あり）数字の読み違いがある。

３６８に。 

○契約管理課長（渡辺  定君）  あっ、大変申しわけありません。３,６８２立米でございます。 

 次に、２４３の大きいのが物品でございます。物品の説明をさせていただきます。ここの公用

車の台数等の調整でございます。乗用車でございますが、今年度４台の増となっております。新

規に一応７台購入を見てございますが、３台の廃車がございましたので、差し引きの４というこ

とでございます。 

 それから貨物車については、１台廃車をいたしまして減でございます。 

 消防自動車につきましては、今年度６台の新規購入をいたしてございますが、それに伴います

廃車が５台ということで、差し引きの１台の増となってございます。 

 マイクロバスでございますが、今年度３台の計上漏れということで計上させていただいてござ

います。高齢者の医療福祉施設等に対しましての無償貸与ということのマイクロバスがあるとい

うことで、それが漏れておりましたので、本年度計上いたしてございます。 

 それから、ごみ収集車については、年度１台減になってございます。給食車の１台の増でござ

いますが、これは私どものほうが計上漏れをしておったということで、１台増ということになっ

てございます。 

 それからトラクターの１台の増は、これは主に運動施設等グラウンド等の除草とか、そういっ

たもののためのトラクターの購入ということで１台増になってございます。 
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 合わせまして２３９の、１８年度末の現在高につきまして８台の増ということになってますの

で、合わせまして現在高で２４７ということになってございます。 

 以上でございます。 

○議長（三重野精二君）  会計管理者。 

○会計管理者（米野 啓治君）  私からは、公有財産の土地建物の中の３番目の出資による権利か

ら御説明いたします。 

 ２４２ページでございます。出資による権利につきましては、１９年度中は大分県畜産振興公

社８６０万円の出資がございました。これは一応平成１９年２月７日におきまして、２月７日の

臨時総会におきまして解散決議がなされまして、平成２０年３月１７日に法人の清算結了の報告

がございました。畜産公社の定款によりますと、解散のときに存在する残余財産は大分県に寄贈

するものとなっておりますので、これは一応、もう全く返ってこないでゼロ円、残高がゼロ円と

いう形になっております。 

 それから、大分県造林公社につきましては、平成１９年の７月２５日に解散いたしまして、出

資金６０万円の払い戻しがございました。これは９月１３日に２０年の９月１３日に入金済みで、

契約管理課の雑入のほうへ受け入れております。 

 出資による権利につきましては、１９年度中は９２０万円の減となって、１９年度末の残高は

４億２６９万８,０００円となっております。 

 次に２４４ページをお開きください。３番目の基金でございます。上から財政調整基金、真ん

中ほどの家畜導入事業資金供給事業基金までは、一応積み立て型の基金となっております。上か

ら３番目の土地開発基金、これにつきましては定額運用型の基金でございます。それから、国民

健康保険高額医療費の基金から一番下の教育奨学資金基金までは定額運用型基金となっておりま

す。 

 １８年中の増減につきましては、財政調整基金５,９８３万５,０００円が減額となっておりま

す。一般財源に取り崩して充当している分でございまして、中ほどの地域振興基金につきまして

は、１９年度に創設いたしました合併特例債を活用した振興基金でございます。増減につきまし

ては、一番下の合計ですが、現金で２億４,０６２万４,０００円ふえております。現金は、年度

末で──済いません２３億円です。大変済いません、合計で２３億９,０２７万７,０００円でご

ざいます。貸付金は４６８万７,０００円減となっておりまして、１９年度末は４,２０６万

６,０００円となっております。合計で、基金の残高は２４億３,２３４万３,０００円となって

おります。 

 次ページ、２４６ページをお開きください。地方自治法第２４１条第５項の規定に基づきまし

て、定額運用基金の運用状況でございます。まず一番上の土地開発基金でございますが、土地開
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発基金につきましては、土地所有等はございませんで現金のみでございます。利息が４万

８,４６９円生じました。年度末は６,４１０万８１０円となっております。 

 次に、国民健康保険高額医療費資金及び出産費資金貸付基金でございますが、１８年度末は

９００万円でございました。貸し付けが５万２,０００円、それから償還金が７６万３,０００円

ございましたが、すべて貸し付けもすべて償還されまして、年度末は現金の残高が９００万円と

なっております。また、この間に生じます利息等につきましてはゼロ円となっておりますが、こ

れは基金条例で国民健康保険基金へ入れるようになっておりますので、そこで整理を、国民健康

保険のほうに計上して整理しております。 

 それから肉用牛特別導入基金につきましては、償還額が４２９万９,０９７円ございました。

繰り出しといたしまして国庫へ返納いたしました１５７万２,２３９円につきましては、基金を

取り崩して返納しております。１９年度末は、現金貸付額合わせまして２,４４３万７円となっ

ております。 

 次に優良基礎牛でございますが、優良基礎牛貸付基金でございますが、貸付金が５５８万

３,８００円ございました。償還金が５５０万４,８００円、それから利息が３万５,１９８円生

じました。現金、貸付額合わせまして、１９年度末の現在高は５,３５８万７００円となってお

ります。 

 それから教育奨学基金につきましては、貸付額が１６０万８,０００円、それから償還額が

１３６万５,０００円でした。それから、利息が２万５,０６４円生じております。１９年度末の

現在高は、現金、貸付額合わせまして３,２７１万５,５５４円となっております。 

 以上で説明終わります。 

○議長（三重野精二君）  以上で、認定第２号平成１９年度由布市一般会計並びに特別会計の歳入

歳出決算の認定についての詳細説明を終わります。 

────────────・────・──────────── 

○議長（三重野精二君）  これで本日の日程はすべて終了いたしました。 

 なお、一般質問通告書追加分の提出締め切りはあす５日正午までとなっております。 

 本日は、これにて散会します。御苦労さんでした。 

午後０時02分散会 

────────────────────────────── 

 


